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本発注仕様書は、日本原子力研究開発機構システム計算科学センター（以下、原子力機

構）が行う、「科学技術プログラムの性能調査」について記述するものである。第Ⅰ部は

契約に関する一般事項を定め、第Ⅱ部は本作業の目的、内容および基本仕様を定めるもの

である。 

第 I 部  契約に関する一般事項 

1. 作業の実施形態 

本作業は、原子力機構の発注により受注者が実施し、その成果は第 4 項に定める納入品

として、原子力機構に納めるものとする。 

 

2. 作業項目 

本作業では、別紙１「科学計算プログラムの性能調査」を行うために以下の項目を実施

する。 

(1) 科学計算プログラムのインストール・動作確認及び計算機に関する調査・分析 

(2) 科学計算プログラム（OpenACC 版 SERAPHIM 及び R5F）の OpenMP GPU 

offloading の試作 

(3) ベンチマークテストプログラムの作成及び評価 

(4) 作業報告書及びプログラム取扱説明書の作成 

 

3. 作業方法および作業期間 

本作業は受注者の環境を利用して実施し、契約成立日以降速やかに開始し、納期内に全

作業を終了するものとする。ただし、原子力機構が必要と認めた場合は、原子力機構にお

いて作業を行うこともできるとする。 

 

4. 納入品目 

提出図書 提出時期 提出部数 

作業計画書※1 

（作業項目、工程表、体

制表を含む） 

作業前まで 1 部（確認後 1 部返却） 

作業報告書 

（計算結果を含む） 

作業終了時 1 部（電子ファイル） 

プログラム取扱説明書 作業終了時 1 部（電子ファイル） 

インストールと試作した

プログラム 

作業終了時 1 部（コピー製本） 

1 部（電子ファイル） 

その他必要図書※2 随時 必要部数 

※1：作業着手前に、第Ⅱ部技術仕様 2.作業内容の仕様を満たした作業計画書
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を作成して提出し、原子力機構への説明を行い、承認を得ること。説明の結果、

作業計画書に関する修正事項が発生した場合は、原子力機構との協議の上、適

宜対応作業を実施すること。 

※2：協議により原子力機構が必要と認めたもの。 

 

5. 納期および納入場所 

(1) 納期 

作業開始日：令和 6 年 7 月 1 日 

納期   ：令和 7 年 3 月 31 日 

(2) 納入場所 

日本原子力研究開発機構  

システム計算科学センター 高性能計算技術利用推進室 

〒319-1195 茨城県那珂郡東海村大字白方 2 番地 4 日本原子力研究開発機

構 原子力科学研究所内 

(3) 納入条件 

持込渡し 

 

6. 検査 

納入品に対しては、納入時に以下の検査を行う。 

(1) 書類検査 

納入品の書類が本仕様書に定める内容を満たしていることを確認する。 

(2) 員数検査 

納入品が第 4 項で定めた事項に定める数量を満たしていることを確認する。 

 

7. 検収 

第 6 項に定める検査に合格することをもって検収とする。 

 

8. 貸与品 

本作業の実施にあたり、原子力機構から受注者に対して以下のものを無償貸与する。 

 

(1) ソフトウェア 

本作業の実施にあたり原子力機構が必要と認めたプログラムを貸与する。 

(2) ドキュメント 

本作業の実施にあたり原子力機構が必要と認めたドキュメント類を貸与する。 

(3) 計算機 

受注者が本件作業を実施するにあたり、原子力機構の所有する以下に示す大型計

算機システムを無償で利用できる。なお、計算機システムの利用にあたっては、

原子力機構の利用規則を遵守するものとする。 

・HPE SGI8600（CPU 演算部） 但し、12000 ノード時間を限度とする。 

・HPE SGI8600（GPGPU 演算部） 但し、6000 ノード時間を限度とする。 
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9. 協議事項 

本作業を的確に実施するために、原子力機構及び受注者は必要に応じ密接に協議を行う。

本仕様書に関して疑義が生じた場合、または仕様書に規定されていない事項については、

相互合意に基づき協議を実施する。 

 

10. 産業財産権等 

産業財産権等の取扱いについては、別紙 2「産業財産権特約条項」に定められたとおり

とする。 

 

11. グリーン購入法の推進 

(1) 本契約において、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関

する法律）に適用する環境品（事務用品、OA 機器等）が発生する場合は、これを採用

するものとする。 

(2) 仕様に定める提出図書（納入印刷物）については、グリーン購入法の基本方針

に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 

 

12. 機密保持 

受注者は、本業務の実施に当たり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目

的で、受注者、下請会社等の作業員を除く第三者への開示又は提供を行ってはならない。

このため、機密保持を確実に行える具体的な情報管理要領書を作成・提出し、これを厳格

に遵守すること。 

 

13. 特記事項 

(1) 品質マネジメントシステム（ISO9001、JIS_Q9001）の規格の認証を取得しているこ

と、または、同等の品質マネジメント体制を有していること。 

(2) 情報セキュリティマネジメントシステム（ISO/IEC27001、JIS_Q27001、ISMS）の規

格の認証を取得していること、または、同等の情報セキュリティ管理体制を有して

いること。 

(3) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、

技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して

発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供する

ことはできない。ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合は

この限りではない。 

(4) 受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。

また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその

原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について原子力機構

の確認を受けること。 

(5) 受注者は、従事者に関しては労基法、労安法その他法令上の責任並びに従事者の規

律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うとともに、これらコンプライアンス

に関する必要な社内教育を定期的に行うものとする。 
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(6) 受注者は、善管注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、実施場所にある他

の物品についても、必要なく触れないこと。また、正当な理由なく持ち出さないこ

と。 

(7) 受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び

高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の関係法令及び

規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 

(8) 従事者は、貸与された計算機等を扱う際には、PC 等情報機器の情報セキュリティ実

施手順書その他原子力機構の規程に従うものとする。 

(9) 受注者は、原子力機構が伝染性の疾病（新型インフルエンザ等）に対する対策を目

的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。 

(10) 受注者は、本仕様書の各項目に従わないことにより生じた、原子力機構の損害及び

その他の損害についてすべての責任を負うものとする。 

(11) 本仕様書で定める業務は専門性が高く、受注者は原子力分野の科学計算プログラム

やスーパーコンピュータシステムの取り扱いに十分な経験を有すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

第 II 部 技術仕様 

1. 目的 

日本原子力研究開発機構及び量子科学技術研究開発機構が令和 8 年第 3四半期以降に導

入を予定しているスーパーコンピュータシステムの性能を評価するためのベンチマークテ

ストプログラムについて説明するものである。今回は現有のスーパーコンピュータシステ

ム（HPE 製 SGI8600 の GPGPU 演算部、CPU 演算部）及び並列ファイルシステムを対象

に実施する。今回導入するスーパーコンピュータシステムでは、 両機構の研究に関する

別紙１「科学計算プログラム」の高並列での実行が見込まれている。このため、両機構の

計算需要を代表する科学計算プログラムを用いてスーパーコンピュータシステムの実行性

能（演算処理速度）を評価する。さらに、プロセス間のデータ通信速度や ディス ク I/O

速度などの基本性能についても基本性能調査用プログラムを用いて評価する。 

本作業はベンチマークテストプログラムの整備に向けて CPU 又は GPU に対応した別紙

1「科学計算プログラム」での性能調査を実施する。本作業では別紙 1「科学計算プログラ

ム」を HPE 製 SGI8600 にインストールして Intel CPU および Nvidia GPU に対する動作

検証・評価及びベンチマークテストプログラムを整備する。 

受注者は本仕様書に示す基本的な要件を満たしたうえで、分析に用いるソフトウェアや 

プログラムの内容、取扱方法等を十分理解し、本業務を実施する。また、受注者の裁量、

責任 及び負担において計画立案し、本業務を実施するものとする。 

 

 

2. 作業内容 

2.1. 科学計算プログラムのインストール・動作検証及び計算機に関する調

査・分析 

別紙1の項1～11について適正規模（例えは、16,32,64,128プロセス並列）の入力データ

を設定し、プロファイラの取得・分析を行うと共に、プログラムの特徴（入力データ、ソ

ースコード、コスト分布「演算時間、メモリアクセス時間、ノード内・ノード間の通信時

間、入出力時間等」、並列性能、ロードインバランス、解析規模の拡大方法等）を調査す

る。具体的には以下のプロファイラ等を利用し、動作検証を実施すること。なお、項11の

HPL-AI[1]については、指定のURLよりダウンロードすること。また、入力データやソー

スコードの改良箇所、改良可否及び改良方法等は、適宜協議し決定する。 

 

[1] https://www.r-ccs.riken.jp/labs/lpnctrt/projects/hpl-ai/index.html 

 

1. NVIDIA nvprof、もしくはNsight 

2. Intel Vtune Profiler 

 

検証作業は原子力機構が貸与するSGI 8600で実施すること。動作検証はコンパイル可/

不可、実行時エラー、標準出力等に表示される誤差が選択した数値型に対して適正である

かを評価する。 
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科学計算プログラムのインストール方法についてコンパイラごとに必要なライブラリの

バージョン及びインストール方法、環境変数、実行コマンド等について作業報告書に記載

すること。 

 

2.2. 科学計算プログラム（OpenACC 版 SERAPHIM 及び R5F）の OpenMP 

GPU offloading の試作 

別紙1のTPFIT及びvMPS_QMのOpenMP GPU offloadingの指示行を参考にして

SERAPHIM及びR5FのOpenACCの指示行を変更してプログラムを試作すること。 

 

2.3. ベンチマークテストプログラムの作成及び評価 

(1) 本作業で使用した科学計算プログラムに加え、試作した SERAPHIM 及び R5F は、ベ

ンチマークテストプログラムとして、コンパイル用のメイクファイルや、実行用のシ

ェルスクリプト、精度確認用のサンプル出力ファイル等を整備すると共に、配布コー

ドのパッケージングを行うこと。必要となるベンチマークテストプログラム関連ファ

イルは、納品する DVD-R に全て格納すること。DVD-R にある圧縮ファイルの展開後、

各プログラムのディレクトリとファイルが作成されること。 

(2) 原子力機構が指定する並列数の実行時間及び計算結果の精度を評価すること。なお、

本作業の改良に起因した計算結果の精度（誤差）を満たすことが出来ない場合はプロ

グラム等を修正すること。 

2.4. 作業報告書及びプログラム取扱説明書の作成 

(1) 実施した検証作業及び本作業で使用したコンパイラの導入方法、科学計算プログラム

のインストール方法、コンパイラ毎に必要なライブラリのバージョン及びインストー

ル方法、環境変数、実行コマンドに加え、試作したSERAPHIM及びR5Fの使用方法

を作業報告書にまとめること。 

(2) 本作業で使用した科学計算プログラムに加え、試作したSERAPHIM及びR5Fは、ベ

ンチマークテストプログラム用のプログラム取扱説明書としてプログラム概要、パッ

ケージの内容、プログラムの実行方法、並列数の変更方法、結果の評価など取扱説明

書にまとめること。 

 

2.5. その他 

(1) 本作業の進捗状況の共有のため、第4項に示す作業報告書と別に、定期的（原則、2週

間に 1 回）に原子力機構へ簡易的な作業報告書を作成し、報告会をオンラインで開催

すること。 

(2) 別紙 1 に示す科学計算プログラムは作業期間中において変更の可能性がある。その場

合は原子力機構担当者に従うこと。 

 

 

 

 

 

以上 
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別紙1 

科学計算プログラム 

項 
プログラム

名 
プログラム概要 

評価 

対象 

1 JUPITER 
過酷時炉内溶融物の移行挙動等の各種熱流動現象を

評価するプログラムである。  

CPU 

GPU 

2 SERAPHIM 

多次元熱流動およびナトリウム－水反応解析プログ

ラム。状態方程式には修正 Benedict-Webb-Rubin式、

時間発展に HSMAC法を用いる。 

GPU 

3 CityLBM 
格子ボルツマン法に基づき数 km 四方の局地的な風況

解析するプログラムである。   

GPU 

4 TPFIT 

気液二相流挙動を実験式を使用せずに直接的に解析

するプログラム。Navier-Stokes 方程式とポワソン方

程式を用いる。 

GPU 

CPU 

5 vMPS_QM 

行列積状態変分法に基づき密度行列繰り込み群法の

拡張として、低次元量子系の基底状態および動的(静

的も含む) 物理量を高精度で計算するプログラムで

ある。 

GPU 

CPU 

6 R5F 

核燃焼プラズマを維持するために必要な燃料供給や

ヘリウム灰廃棄などを同時に達成するための粒子輸

送制御を評価するプログラムである。 

GPU 

 

7 GKV 

トカマクプラズマの炉心・周辺・ダイバータ領域に

おける輸送や不安定性などに関する各々な物理現象

のモデリングを行い、そのモデルに基づき現象を取

り扱える数値解析プログラムである。 

CPU 

8 

Sendrecv 

（1対 1通

信） 

複数のプロセスからなる送信・受信の組み合わせを

作り、半分のプロセスから残り半分のプロセスにブ

ロッキング通信/RDMA通信で同時に送信し、ランク 0

の転送に要した時間を測定するプログラム。なお、

CPU版と GPU版の違いとして GPU Direct通信以外に

も並列数、通信データ規模も異なる。 

CPU 

GPU 

9 
collective 

（集団通信） 

各プロセスでデータを持ち、そのデータを使って他

のプロセスと MPI_ALLREDUCE/MPI_IALLTOALLを使っ

た演算を伴う通信に要した時間を測定するプログラ

ム。なお、CPU版と GPU版の違いとして GPU Direct

通信以外にも並列数、通信データ規模も異なる。 

CPU 

GPU 

10 
mpi-io 

（ﾃﾞｨｽｸ IO） 

各プロセスから MPI-IOによるファイルの読み書きに

要した時間を測定するプログラム。 

CPU 

11 HPL-AI 

低精度演算での演算能力を評価することで、ディー

プラーニングなどの AI処理の性能を評価するプログ

ラム。 

GPU 
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別紙 2 

 

産業財産権特約条項 

 

国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構（以下「甲」という）と、受注者（以下

「乙」という）が、仕様書作業を実施し産業財産権を生じた場合について、以下の通り条

項を記載する。 

 

（乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属） 

第１条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案（以下「発明等」という。）

に対する特許権、実用新案権又は意匠権（以下「特許権等」という。）を取得する場合

は、単独で出願できるものとする。ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提

出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。 

 

（乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等） 

第２条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、

本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければな

らない。 

 

（乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾） 

第３条 甲は、第 1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施

することができる。甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第

三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条

件等は甲、乙協議の上決定する。 

 

（甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理） 

第４条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場

合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙

の持分に比例して負担するものとする。 

 

（甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施） 

第５条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。

ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施

許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。 

２ 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしな

いことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協

議の上、別途実施契約を締結するものとする。 

 

（秘密の保持） 

第６条 甲及び乙は、第１条及び第４条の発明等の内容を出願により内容が公開される日

まで他に漏洩してはならない。ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を

得た場合はこの限りではない。 
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（委任・下請負） 

第７条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合において

は、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのた

めに必要な措置を講じなければならない。 

２ 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全

ての責任を負うものとする。 

 

（協議） 

第８条 第１条及び第４条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等に

ついて疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 

 

（有効期間） 

第９条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までと

する。 

 

 


